
利払・償還銘柄一覧表
平成28年9月分

１．利払

　　◆利子支払日9月12日（利子支払期日9月10日）

利付国（物価１０年） 第９回 第１１回 第１３回 第１５回

第１７回 第１８回 第１９回 第２０回

第２１回

　　◆利子支払日9月15日（利子支払期日9月15日）

利付国（２年） 第３４４回 第３５０回 第３５６回 第３６２回

個人利国（変１０年） 第４７回 第５３回 第５９回 第６５回

第７１回

個人利国（固５年） 第３５回 第４１回 第４７回 第５３回

第５９回

個人利国（固３年） 第３９回 第４５回 第５１回 第５７回

第６３回 第６９回

　　◆利子支払日9月20日（利子支払期日9月20日）

　　　＜登録停止期間9月8日～9月16日＞

利付国（５年） 第９９回 第１００回 第１０３回 第１０４回

第１０６回 第１０９回 第１１０回 第１１１回

第１１４回 第１１５回 第１１７回 第１２０回

第１２１回 第１２３回 第１２５回 第１２７回

利付国（１０年） 第２８２回 第２８３回 第２８５回 第２８８回

第２９０回 第２９１回 第２９２回 第２９６回

第２９９回 第３００回 第３０３回 第３０４回

第３０６回 第３０７回 第３１０回 第３１１回

第３１３回 第３１４回 第３１７回 第３１８回

第３２１回 第３２２回 第３２５回 第３２８回

第３３０回 第３３１回 第３３３回 第３３５回

第３３８回 第３４０回 第３４２回

利付国（変動１５年） ※ 第１３回 ※ 第１５回 ※ 第１８回 第２１回

第２４回 第２７回 第３０回 第３３回

第３６回 第３９回 第４２回

利付国（２０年） ※ 第３３回 ※ 第３４回 ※ 第３５回 ※ 第３６回

※ 第３７回 ※ 第３８回 ※ 第３９回 ※ 第４０回

※ 第４１回 ※ 第４２回 ※ 第４３回 ※ 第４４回

※ 第４５回 ※ 第４７回 ※ 第４９回 ※ 第５０回

※ 第５２回 ※ 第５５回 ※ 第５８回 第６１回

（注）※印は平成１５年１月２６日以前に発行された銘柄です。 1/4



利払・償還銘柄一覧表
平成28年9月分

第６４回 第６７回 第６８回 第６９回

第７２回 第７５回 第７６回 第７７回

第８１回 第８２回 第８５回 第８６回

第８７回 第９０回 第９１回 第９３回

第９４回 第９７回 第９８回 第１００回

第１０１回 第１０５回 第１０６回 第１０９回

第１１０回 第１１３回 第１１６回 第１１７回

第１２１回 第１２２回 第１２５回 第１２６回

第１２７回 第１３０回 第１３１回 第１３４回

第１３５回 第１３６回 第１４０回 第１４３回

第１４４回 第１４６回 第１４８回 第１５０回

第１５２回 第１５４回 第１５６回

利付国（３０年） ※ 第１回 第１０回 第１２回 第１４回

第１６回 第１８回 第２０回 第２２回

第２４回 第２６回 第２７回 第２８回

第２９回 第３０回 第３１回 第３２回

第３３回 第３４回 第３５回 第３６回

第３７回 第３８回 第４０回 第４２回

第４４回 第４６回 第４８回 第５０回

利付国（４０年） 第１回 第２回 第３回 第４回

第５回 第６回 第７回 第８回

第９回

（注）※印は平成１５年１月２６日以前に発行された銘柄です。 2/4
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２．償還

　　◆元金支払日9月5日（償還期日9月5日）

国庫証券 第６１１回

　　◆元金支払日9月12日（償還期日9月10日）

利付国（物価１０年） 第９回

　　◆元金支払日9月12日（償還期日9月12日）

国庫証券 第５９３回 第６１３回

　　◆元金支払日9月15日（償還期日9月15日）

利付国（２年） 第３４４回

分離国（２年） 第３４４回

個人利国（固３年） 第３９回

分離国（利子） ２０１６０９１５

　　◆元金支払日9月20日（償還期日9月20日）

　　　＜登録停止期間9月8日～9月16日＞

利付国（５年） 第９９回

分離国（５年） 第９９回

利付国（５年） 第１００回

分離国（５年） 第１００回

利付国（１０年） 第２８２回

分離国（１０年） 第２８２回

利付国（１０年） 第２８３回

分離国（１０年） 第２８３回

利付国（変動１５年） ※ 第１３回

利付国（２０年） ※ 第３３回

国庫証券 第５５８回 第６１５回

分離国（利子） ２０１６０９２０

　　◆元金支払日9月26日（償還期日9月26日）

（注１）※印は平成１５年１月２６日以前に発行された銘柄です。
（注２）登録国債の償還銘柄に付記登録を設定したままにしておきますと、元金支払日に
　　　　支払いを受けることができませんので、関係先と連絡をとり、極力、元金支払日の
　　　　８営業日前までに付記登録の抹消手続きを行ってください。 3/4
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国庫証券 第６１６回

（注１）※印は平成１５年１月２６日以前に発行された銘柄です。
（注２）登録国債の償還銘柄に付記登録を設定したままにしておきますと、元金支払日に
　　　　支払いを受けることができませんので、関係先と連絡をとり、極力、元金支払日の
　　　　８営業日前までに付記登録の抹消手続きを行ってください。 4/4


